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設置後２年目の植生保護

柵内外の比較。シカの餌

が乏しくなる期間の採食

圧を回避できた様子がう

かがえる。 

捕獲技術や野生生物の専

門知識を持ったﾜｲﾙﾄ゙ ﾗｲ

ﾌ・ﾚﾝｼ゙ ｬー による、ﾆﾎﾝｼ゙

ｶの管理捕獲。 

 

河川の保全・再生、水源環境への負荷軽減等の取組による事業効果 
生態系に配慮した 

河川・水路等の整備 

生活排水対策 

（下水道・合併処理浄化槽整備） 

生活排水（窒素・

リン）の流入抑制 

自然浄化 

機能の回復 

多様な河川 

生態系の保全 

生態系に配慮した河川整

備。瀬や淵ができたこと

で､自然浄化機能が向上

し､生物の生育にも適した

場所となった。 

 

汲取り便槽から窒素・リ

ンを除去できる高度処理

型合併処理浄化槽への転

換。 

 

下水道整備の様子。管の

埋設位置が深いため、地

表を掘削せず地中を貫通

する推進工法を採用。 

地下水のかん養対策 

・汚染対策 

→7番事業（7-1 ﾍﾟｰｼﾞ）参照 

 

水源水質の維持・向上及び 

生態系の健全化 

ダム湖の 

アオコ 

 

 
水位・水質の 

維持・改善 
→8番事業（8-1 ﾍﾟｰｼﾞ）参照 

 
→6番事業（6-1 ﾍﾟｰｼﾞ）参照 

 

→8番事業（8-1 ﾍﾟｰｼﾞ）参照 

 

休耕田や冬期水田を借上

げ、水田に水を張った状

態にすることで地下水へ

のかん養を図っている。 

→２番事業（2-1 ﾍﾟｰｼﾞ）参照 

 
→3番事業（3-1 ﾍﾟｰｼﾞ）参照 

 

森林整備 

（間伐、枝打ち） 

植生保護柵の設置 

シカの管理捕獲 

シカによる 

採食圧の低減 

下層植生の回復・ 

落葉の堆積の増加 

土 壌 保 全 

水源かん養機能の維持・向上及び生態系の健全化 

森林の保全・再生の取組による事業効果 

林内に 

日照が戻る 

間伐などの森林整備

から５年が経ち、下

草や低木が回復した

様子。 

土壌流出防止対策 

（丸太柵等の設置） 

土壌流出防止対策実施

後の様子。林地崩壊の

防止が図られ、やがて

植生の回復が期待でき

る。 

降雨時の地表流の減少 

（地中への浸透が増加） 
→２番事業（2-1 ﾍﾟｰｼﾞ）参照 

 →1番事業（1-1 ﾍﾟｰｼﾞ）参照 

※9番事業は、山梨県との共同事業であり、10、11番事業については、事業の効

果について評価するための事業であるためこのページには載せていない。 
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３ 本書の構成及び関連情報について 

（１）本書の構成 

  Ⅰ はじめに … 【P0-1～0-7】  

水源環境保全・再生施策のあらまし、点検結果報告書の作成の趣旨、評価の方
法・構造、関連ホームページのリンク先などについて記載している。 

 Ⅱ 11の特別対策事業の点検結果の総括（まとめ） … 【P0-8～0-11】  

点検・評価結果の総括、事業費実績及び進捗状況一覧について記載している。 

    Ⅲ 各事業の点検結果 … 【P1-1～11-5】  

    特別対策事業毎に事業の概略や点検・評価の仕組みに基づき行った点検の結果を
記載している。 

    Ⅳ あとがき … 【P12-1～12-3 】  

    施策調査専門委員会における検討過程を記載している。 
 
（２）関連情報 

本報告書を作成するにあたって参考とした詳細情報等を資料編として県ホームペー

ジに掲載している。(https://www.pref.kanagawa.jp/docs/pb5/cnt/f7006/result/r4_inspection_result.html ) 

○ 点検結果報告書別冊資料編 

○ 市町村別事業実績一覧（市町村事業） 

○ 事業モニターの活動 

○ 県民フォーラム意見について 

○ 総合的な評価（中間評価）報告書（令和２年６月） 

○ 第７期水源環境保全・再生かながわ県民会議委員名簿 
 
（３）関連ホームページ一覧 

○ かながわの水源環境の保全・再生をめざして 

    https://www.pref.kanagawa.jp/docs/pb5/cnt/f7006/index.html 

○ 水源環境保全・再生の取組 

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/pb5/cnt/f7006/p1163321.html 

○ 水源環境保全・再生施策大綱（H19～R8） 

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/pb5/cnt/f7006/p23516.html 

○ 第４期かながわ水源環境保全・再生実行５か年計画 

  https://www.pref.kanagawa.jp/docs/pb5/cnt/f7006/keikaku/4th_keikaku.html 

○ 特別対策事業の紹介 

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/pb5/cnt/f7006/p23427.html 

○ 水源環境保全・再生かながわ県民会議 

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/pb5/cnt/f7006/p1188158.html 

○ 施策調査専門委員会（議事録等） 

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/pb5/cnt/f7006/p23138.html 

○ 市民事業専門委員会（議事録等） 

  https://www.pref.kanagawa.jp/docs/pb5/cnt/f7006/p23283.html 

○ 県民会議による点検結果報告書 

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/pb5/cnt/f7006/p1110564.html 

○ 事業モニター結果概要 

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/pb5/cnt/f7006/p817987.html 

○ 県民フォーラム結果概要 

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/pb5/cnt/f7006/p525343.html 

○ 総合的な評価（中間評価）報告書 

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/pb5/cnt/f7006/p1230000.html 

 この報告書の関連情報は

県のホームページに掲載

されているので見てね。 

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/pb5/cnt/f7006/result/r4_inspection_result.html
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/pb5/cnt/f7006/p1163321.html
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/pb5/cnt/f7006/p23516.html
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/pb5/cnt/f7006/keikaku/4th_keikaku.html
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/pb5/cnt/f7006/keikaku/4th_keikaku.html
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/pb5/cnt/f7006/p23138.html
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/pb5/cnt/f7006/p23283.html
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/pb5/cnt/f7006/p817987.html
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/pb5/cnt/f7006/p525343.html
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２ 第４期５か年計画の特別対策事業（11 事業）のあらまし 

１  

 ダム水源等を保全する上で重要な水源の森林エリア内の

私有林について、水源かん養など森林の持つ公益的機能を

向上させるため、森林の状況に応じた管理・整備を推進しま

す。また、人材の育成を図るため「かながわ森林塾」を実施

します。 

 水源の保全上重要な丹沢大山を中心に、シカ管理による

林床植生の衰退防止、ブナ林の再生、登山道整備、県民連

携・協働事業による保全・再生等に取り組みます。 

 

 県内水源保全地域内の崩壊地において、崩壊の拡大や森

林土壌の流出を防止するため、土木的工法も取り入れた土

壌保全対策を実施します。また、水源の森林エリア内の土壌

流出が懸念される森林において、多様な工種を組み合わせ

た土壌保全対策を実施します。 

 

 森林資源の有効利用による持続的・自立的な森林管理の

確立のため、間伐材の集材・搬出に要する経費助成などの

支援を行います。 （対象地域：県内水源保全地域） 

 

 市町村が主体的に取り組む地域水源林の確保・整備や、

森林所有者が行う高齢級間伐を支援します。 

（対象地域：県内水源保全地域） 

 

水源の森林エリア（①） 

地域水源林エリア 

県内水源保全地域（③,④,⑤,⑩） 

小仏山地、丹沢大山地域、箱根山地（②） ＜対象地域＞ 

 市町村が管理する河川・水路等において、市町村が主体

的に取り組む生態系に配慮した河川・水路の整備を支援し

ます。 

（対象地域：相模川水系・酒匂川水系取水堰の県内集水域） 

 

 

 地下水を主要な水道水源として利用している地域を対象

に、市町村が主体的に取り組む地下水かん養対策や水質

保全対策を支援します。 

 生活排水処理率の向上を目指し、市町村が実施する公共

下水道の整備や合併処理浄化槽の整備を支援します。 

（対象地域：相模川水系・酒匂川水系取水堰の県内集水域） 

 相模川水系の県外上流域において、山梨県との共同事業

として森林整備や生活排水対策を実施します。 

 水環境全般にわたるモニタリングを行い、事業の効果を測

定するとともに、その結果や事業の実施状況を県民へわか

りやすく情報提供します。（対象地域：水源保全地域） 

 「水源環境保全・再生かながわ県民会議」の活動を通じ、

県民の意志を施策に反映し、施策に関する県民理解を促進

します。（対象地域：県全域） 

丹沢湖 

相模湖 

津久井湖 

宮ヶ瀬湖 

山梨県 

静岡

（酒匂川） 

（相模川） 

 

相模川水系県外上流域（山梨県）（⑨） 

酒匂川水系県外上流域（静岡県） 

相模川・酒匂川水系取水堰の県内集水域(⑥,⑧) 

県内ダム集水域 

地下水を主要な水源としている地域（⑦） 

水源保全地域 

（    

62.31 億円 

 ２ 15.46 億円 

（ 金額は、５年間の水源環境保全税充当額） 

18.26 億円 ３ 

４ 

５ 

６ 

７ 

14.11 億円 

33.33 億円 

9.47 億円 

5.77 億円 

 ８ 45.62 億円 

 ９ 2.17 億円 

 10  10.95 億円 

 11 
2.08 億円 

※ 市町村が取り組んでいる事業に関係が深い施策や地
域特有の課題に係る施策については、市町村が主体的・
計画的に取り組むものとして、５か年計画では、４つの
市町村事業（５番から８番）を位置づけています。 



 
 

 

 

 

 

 

Ⅱ 特別対策事業の 

点検結果の総括 
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全体の総括 

施策の点検・評価の役割を担う県民会議では、事業の進捗状況、モニタリングの調査結果、県民視点からの

事業モニターや県民フォーラムの意見等を踏まえて、11の特別対策事業の多面的な評価を行った。 

令和５年度における11事業全体の事業費の執行状況ならびに事業進捗については、一部の事業を除き、概

ね計画どおりであった。 

森林関係事業では、荒廃が進んでいた私有林で重点的に整備を行うとともに、丹沢大山地域やその周辺地域

でのシカ管理、ブナ林再生のための調査研究等に取り組んだ結果、人工林の手入れ不足は解消しつつあり、下

層植生の回復や、健全なブナの個体数の割合が向上する等の成果が確認されているが、想定された下草の回

復が見られない箇所もある等、水源環境の回復に向けた課題もある。水源林の確保事業では、確保対象として

残されているのは、小規模又は権利関係が複雑・不明確な森林が多く、確保が困難となっている。他方、高標

高域の人工林の土壌保全対策では、計画当初の想定より急峻な地形が多く早期に対応する必要があり、重点

的に実施された結果、令和４年度に続き前倒しして事業を進めた結果、70%と大幅な進捗となっている。 

森林の公益的機能を持続させるための取組等の課題は引き続きあるものの、森林の保全・再生に関しては、

概ね順調に進められていると評価できる。私有林における民間主体の持続的・自立的な森林管理につなげる

ため、今後は多様な視点から大綱終了後を見据えた取組が行われるように期待したい。 

水関係事業では、河川・水路の自然浄化対策、地下水の保全対策、県内ダム集水域における生活排水処理施

設の整備促進等が着実に進められてきた結果、河川の自然環境の改善や地下水の汚染物質の除去、生活排水

処理の進展等、一定の成果が見られている。河川や地下水の保全・再生に関しては概ね計画通りに進捗してお

り、水源水質の維持・向上や安定的な地域水源の確保に繋がっている。また、相模川水系・酒匂川水系取水堰

の県内集水域等における合併処理浄化槽への転換促進等に関しては、近年の生活排水処理率の上昇幅が縮小

傾向にあることから、整備促進上の課題に対して地域の実情等に応じたきめ細かい支援を検討していくこと

で、水環境への負荷軽減に期待したい。 

事業評価においては、事業の実施と並行して新たな科学的知見を反映することや、事業実施に伴う自然環境

の状況を把握しながら施策の評価と見直しを行い、柔軟な施策の推進を図る必要がある。こうした順応的管

理の考え方の下、第４期の取組として、水源林の土壌保全対策を強化し、流木被害の未然防止の工夫を図る

等、第３期までの取組や課題を踏まえた事業が始められている。 

これまでの17年間の各種モニタリングによって、各事業の統合的指標（２次的アウトカム）に関するデー

タや新たな知見が蓄積しつつある。県民会議では、こうした成果を基に、既存の調査結果や環境の経済的価値

の評価結果も活用しながら、総合的な評価（最終評価）を行うとともに、広く県民の意見を収集し、かながわ

水源環境保全・再生施策大綱で掲げた将来像に近づいているのかを確認しながら施策大綱終了後の取組に関

する意見書を作成し、県に提出した。 

気候変動による災害頻発への懸念や台風等による災害の発生状況を踏まえて、森林の生育基盤である土壌

の保全を図っていくには、土壌保全対策とシカ管理対策の有機的な連携が有効である。そして、水の十分な管

理や水質保持の観点からダムの堆砂対策等、水と土砂を一体のものとして施策を考えていくことも重要な課

題である。よって県の関係部署において、より一層の情報共有と連携を図り、総合的な視点での事業進捗に努

めていただきたい。 

１ 特別対策事業の総括（まとめ） 
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計 進捗率

(Ｄ=Ｂ＋Ｃ) (Ｄ/Ａ)

森林の保全･再生 5,375,177千円 37.5%

2,330,638千円 37.4%

(4,610,110千円) 36.2%

①水源林の確保 942ha 27.7%

②水源林の整備 7,161ha 49.4%
③かながわ森林塾の実施
（新規就労者の育成） 22人 44.0%

丹沢大山の保全・再生対策 492,726千円 31.9%

①中高標高域シカ管理捕獲 69箇所 46.0%

②ブナ林等の再生 - -

③県民連携・協働事業 - -

土壌保全対策の推進 832,099千円 45.6%

①水源林の基盤整備 27箇所 33.8%

②中高標高域の自然林 23ha 48.9%

③高標高域の人工林 49ha 70.0%

間伐材の搬出促進 588,336千円 41.7%

①搬出事業量 56,269㎥ 43.3%

②生産指導事業量 20箇所 40.0%

地域水源林整備の支援 1,131,375千円 33.9%

①私有林確保 306ha 53.2%

②私有林整備 437ha 32.4%

③市町村有林の整備 172ha 45.3%

④高齢級間伐 21ha 42.0%

河川の保全･再生 294,000千円 31.0%

294,000千円 31.0%

地下水の保全･再生 205,800千円 35.7%

地下水保全対策の推進 205,800千円 35.7%

①地下水保全計画の策定 - -

②地下水かん養対策 - -

③地下水汚染対策 - -

④地下水モニタリング - -

水源環境への負荷軽減 1,456,334千円 31.9%

1,456,334千円 31.9%

①公共下水道整備 24ha -
②一般家庭等の高度処理型浄化槽
整備 128基 -

③事業所等の高度処理型浄化槽整
備 6基 -

④一般家庭の浄化槽転換 163基 -
県内水源保全地域の生活排水処理
率 96.0% 23.8%

うちダム集水域の生活排水処理率 76.7% 26.8%

水源環境保全･再生を支える取組 632,226千円 41.6%

相模川水系上流域対策の推進 76,016千円 35.0%

①荒廃森林再生事業 214.00ha 31.9%

②広葉樹の森づくり事業 1.00ha 20.0%
③生活排水対策
 （放流水の目標全リン濃度） 0.57mg/l -

水環境モニタリングの実施 485,848千円 44.4%

①森林のモニタリング調査 - -

②河川のモニタリング調査 - -

③情報提供 - -

④酒匂川水系上流域の現状把握 - -

70,361千円 33.8%

①県民会議の運営等 - -

②市民事業等の支援 - -

7,963,538千円 36.3%

特別対策事業
第４期計画の内容
(５年間計(R4～R8))

R4年度決算

(Ａ) (Ｂ) (Ｃ)

R5年度決算

水源の森林づくり事業の推進 6,231,000千円 1,162,640千円 1,167,998千円

14,347,000千円 2,530,243千円 2,844,934千円

（一般会計分を含めた金額） (12,731,000千円) (2,327,760千円)

3,400ha 459ha 483ha

(2,282,350千円)

50人 13人 9人

14,500ha 3,870ha 3,291ha

150箇所 35箇所 34箇所

1,546,000千円 251,395千円 241,331千円

- - -

- - -

80箇所 11箇所 16箇所

1,826,000千円 308,627千円 523,472千円

70ha 27ha 22ha

47ha 12ha 11ha

130,000㎥ 27,083㎥ 29,186㎥

1,411,000千円 289,782千円 298,554千円

3,333,000千円 517,797千円 613,578千円

50箇所 12箇所 8箇所

1,350ha 190ha 247ha

575ha 113ha 193ha

50ha 9ha 12ha

380ha 90ha 82ha

河川･水路における自然浄化対策の
推進 947,000千円 148,600千円

947,000千円 148,600千円 145,400千円

577,000千円 91,800千円 114,000千円

①河川・水路の整備 5箇所

145,400千円

80.0%

- - -

577,000千円 91,800千円 114,000千円

- - -

- - -

4,562,000千円 771,959千円 684,375千円

- - -

生活排水処理施設の整備促進 4,562,000千円 771,959千円 684,375千円

- 52基 76基

- 15ha 9ha

- 75基 88基

- 3基 3基

83.8% 75.3% 76.7%

97.60% 95.6% 96.0%

217,000千円 38,293千円 37,723千円

1,520,000千円 237,893千円 394,333千円

5ha 0ha 1ha

670ha 108ha 106ha

1,095,000千円 158,038千円 327,810千円

0.6mg/l 0.57mg/l 0.53mg/l

- 31,772,973 0

- 126,265,252 0

- - 0

- - 0

県民参加による水源環境保全・再生の
ための仕組み 208,000千円 41,562千円 28,799千円

- 485,000 -

- 41,077,130 -

特別対策事業費の計 21,953,000千円 3,780,496千円 4,183,042千円

-水源環境保全税額 - 4,438,650千円 0千円 4,438,650千円

3箇所 1箇所 4箇所

※ 進捗率は４期計画５年間計に対する進捗。事業によって５年間の進捗ペースに偏りがある。事業ごとの詳細は「Ⅲ 各事業の概要と点検結果」の

総括を参照。

予算は事業内容によって５年間の配分に偏りがある。

２ 事業費実績及び進捗状況一覧



（単位：千円）

令和４年度
当初予算額

令和４年度
執行額

令和４年度
単年度執行率

令和５年度
当初予算額

令和５年度
執行額

令和５年度
単年度執行率

第４期５か年
単位当たり執行額

1 水源の森林づくり事業の推進 1,343,633 1,162,640 86.5% 1,314,951 1,167,999 88.8%

①水源林の確保【特別会計分】 325,505 408,715

【確保手法別】 【確保手法別】
（水源協定林） （水源協定林） 18,561千円/ha

（買取り） （買取り） 2,386千円/ha
（長期受委託） （長期受委託） 1,275千円/ha

（協力協約） （協力協約） 12千円/ha

②水源林の整備【特別会計分】（森林整備） 725,616 642,016 213千円/ha

　　　　　　　　（管理道、測量・調査等） 9,711 12,354 －

（水源林事業推進費） 39,921 47,038 －

③かながわ森林塾の実施 70,740 61,887 70,761 57,876
9,213千円/人(新規就業

者)

2 丹沢大山の保全・再生対策 327,312 251,395 76.8% 325,527 241,331 74.1%

①中高標高域シカ管理捕獲 178,614 170,100 9,963千円/箇所

②ブナ林等の再生 36,656 33,311 －

③県民連携・協働事業 36,125 37,920 －

3 土壌保全対策の推進 423,571 308,627 72.8% 696,540 523,472 75.1% ※

①水源林の基盤の整備 128,186 214,889 12,706千円/箇所

②中高標高域の自然林 107,869 241,137 28,607千円/ha

③高標高域の人工林 72,751 67,446 5,263千円/ha

4 間伐材の搬出促進 305,002 289,782 95.0% 307,390 298,554 97.1%

①間伐材の搬出支援 246,447 252,974 9千円/㎥

②生産指導活動の推進 43,335 45,580 －

5 地域水源林整備の支援 583,530 517,797 88.7% 741,178 613,578 82.7%

①②私有林の確保・整備（市町村） 383,783 481,900 1,165千円/ha

③市町村有林の整備（市町村） 131,017 126,400 1,497千円/ha

④高齢級間伐 2,997 5,278 388千円/ha

6 河川・水路における自然浄化対策の推進 161,300 148,600 92.1% 160,900 145,400 90.3%

①河川・水路の整備 148,600 145,400 42,000千円/箇所

7 地下水保全対策の推進 145,700 91,800 63.0% 166,000 114,000 68.6%

①地下水保全計画の策定 -

②地下水かん養対策 5,300 6,000 3,767千円/市町・年

③地下水汚染対策 28,800 43,600 36,200千円/市町・年

④地下水モニタリング 57,700 64,400 6,105千円/市町・年

8 生活排水処理施設の整備促進 823,429 771,959 93.7% 942,654 684,375 72.6%

①公共下水道の整備促進 626,095 491,205 45,753千円/ha

②一般家庭等の高度処理型処理浄化槽の整
備

71,993 107,301 1,401千円/基

③事業所等の高度処理型浄化槽の整備 14,312 15,073 4,898千円/基

④一般家庭の浄化槽転換 59,559 70,796 800千円/基

9 相模川水系上流域対策の推進 42,880 38,293 89.3% 40,695 37,724 92.7%

①荒廃森林再生事業 19,477 18,259 －

②広葉樹の森づくり事業 522 1,741 －

③生活排水対策 18,293 17,724 －

10 水環境モニタリングの実施 185,562 158,038 85.1% 431,644 327,810 75.9%

①森林のモニタリング調査 126,265 176,114 －

②河川のモニタリング調査等 31,772 151,696 －

11
県民参加による水源環境保全・再生のた
めの仕組み

62,768 41,562 66.2% 44,212 28,799 65.1%

①県民会議の運営等 41,077 28,205 －

②市民事業等の支援 485 594 180千円/団体

合　　計 4,404,687 3,780,496 85.8% 5,171,691 4,183,042 80.8%

予算執行状況の内訳について

　　　　0-10

※　千円未満切り捨てのため、合計額が一致しないことがある。

※　進捗率：第４期５か年計画の計画事業量を100としたときの事業の進捗状況を表わす
　　執行率：第４期５か年計画の計画事業費を100としたときの事業費の執行状況を表わす
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特別対策事業　事業費

4,438,650千円 3,780,496千円

基金運用益 18千円 基金等 2,497,529千円
寄付金 2,883千円
預金利子等 500千円 ※令和5年度以降の財源として活用

基金等 1,835,973千円

合計 6,278,024千円 合計 6,278,025千円

※千円未満切り捨てのため端数は一致しない

特別対策事業　事業費

4,533,597千円 4,183,042千円

基金運用益 52千円 基金等 2,852,033千円
寄付金 3,044千円
預金利子等 851千円 ※令和6年度以降の財源として活用

基金等 2,497,529千円

合計 7,035,073千円 合計 7,035,075千円

※千円未満切り捨てのため端数は一致しない

令和４年度　歳入・歳出の状況

令和５年度　歳入・歳出の状況

【歳入】 【歳出】

水源環境保全税の収入
（個人県民税の超過課税）

水源環境保全税の収入
（個人県民税の超過課税）

【歳入】 【歳出】

水源環境保全・再生施策に係る事業費は、県民の皆様に特別な負担をいただいている個人

県民税の超過課税を主な財源としていることから、その税収額及び使途を明確にするため、

特別会計の中に基金を設置して管理をしています。各年度の事業が終了した時点の不用額は、

基金に積み戻し、翌年度の事業の財源として活用しています。

基金等には、超過課税と事業費の差額や、入札により予定金額より低額で事業を執行した

ための残額、翌年度に繰り越した事業費などが含まれています。

令和５年度に生じた基金等の残額については、令和６年度以降の財源の一部として活用し

ていきます
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ⅰ 事業概要                                     

【 ねらい 】 

良質で安定的な水を将来にわたり確保するため、水源の森林エリア内で荒廃が懸念される私有林の状

況に応じた適切な管理、整備を進めることで、水源かん養など森林の持つ公益的機能を向上させ、「豊

かで活力ある森林」を継続させる。 

 

【 目標 】 

森林の状況や所有形態の変化を見据え、令和８年度までに、水源の森林エリア内の手入れの必要な私

有林 25,800haを確保し、延べ 54,000haを整備するとともに、大綱期間終了後を見据え、民間が主体と

なった森林管理に繋げることを目標とする。 

 

【 事業内容 】 

施策開始当初から実施している水源協定林、買取り、水源分収林、協力協約、第２期から導入した長

期受委託、第３期から導入した環境保全分収林、これら森林の状況に応じた６つの手法により公的管理、

支援を進め、私有林を確保する。契約期間の満了に伴い所有者に返還した森林は、その後も水源かん養

機能など公益的機能が発揮される状態を持続する必要があるため、森林施業の集約化を進める事業者へ

水源林の確保地や整備履歴等の情報を提供するなど、民間が主体となった森林管理に繋げる。さらに、

施策大綱の将来像の達成に向けて、シカの採食圧の強い地域において、シカの管理捕獲と連携した森林

整備に重点的に取り組むとともに、今後予想される自然災害を見据え、適切な間伐により樹木の根の発

達を促すなど、土砂崩壊防止機能の高い森林づくりを継続して実施するほか、流木被害の未然防止の工

夫等により、林地保全対策の強化を図る。併せて大綱期間終了後を見据え、森林資源の利用が可能な森

林において、大径化、高齢級化が進む人工林の若返りが図れるよう、適正な整備方法について検討、試

行する。さらに、森林の状況変化を的確に把握し、特別対策事業の効果を検証するほか、気候変動に伴

う災害や病虫獣害等に対応できるよう、第３期から取り組んでいる森林の巡視や航空レーザ測量等によ

る調査を継続的に実施する。また、水源の森林づくり事業をはじめとした森林の保全・再生に係る特別

対策事業の円滑な推進に必要不可欠な人材の育成・確保を図るため、「かながわ森林塾」を実施する。 

 

(1) 水源林の確保 

６つの手法により公的管理・支援を行い、私有林の着実な確保を推進する。 

〔公的管理・支援の手法〕 

区分 手法 内容 

公的管理 

水源協定林 

①20年の協定を森林所有者と締結して整備を行う。（水源林整備協定） 

②森林の状況に応じて、10 年を基本とする協定を森林所有者と締結

し、森林整備を行う。 (短期水源林整備協定) 

買取り 
貴重な森林や水源地域の保全上重要な森林を買い入れ、管理・整備を

行う。 

水源分収林 所有者との分収林契約により森林整備を行う。 

環境保全 

分収林 

収益が見込めず荒廃が懸念される分収林の目的を環境保全に転換し、

森林整備を行う。 

公的支援 

協力協約 所有者が行う森林整備の経費の一部を助成する。 

長期受委託 
所有者と森林組合等が長期受委託契約を締結し、森林組合等が森林整

備を行う。 

 

１ 水源の森林づくり事業の推進 
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(2) 水源林の整備 

確保した森林の整備を行い、水源かん養機能など森林の持つ公益的機能を高度に発揮しうる森林に

誘導する。 

〔目標林型〕 

・巨木林：樹齢百年以上の森林 

・複層林：高い木と低い木からなる二段の森林 

・針広混交林：針葉樹と広葉樹が混生する森林 

・活力ある広葉樹林：林床植生が豊かな地域の自然環境に適応している広葉樹林 

・健全な人工林：森林資源として活用可能な人工林 

 

(3) かながわ森林塾の実施 

新たに森林整備の仕事に従事したい人を対象として、基礎的技術･知識を習得する研修を実施し、新

規就労に繋げることで、林業労働力の確保を図るとともに、既就業者を対象とした効率的な木材の搬

出技術や森林の管理・経営に必要な知識・技術を習得する研修のほか、 ICTなど新技術に関する研修

を実施し、森林の総合的なマネジメントなど高度なスキルを兼ね備えた中堅・上級の技術者を養成す

る。さらに、現在、現場実習の講師を担っている林業事業体が、今後も様々な課目の講師を経験し、

より幅広い指導力を身につけることで｢教えるノウハウ｣を培い、林業事業体自らが人材を育成できる

う誘導していく。 

 

【 計画数量（第４期５年間） 】 

(1)水源林の確保：面積 3,400ha 

(2)水源林の整備：面積 14,500ha  

(3)かながわ森林塾：新規就労者の育成 50人 

 

【 事業費 】 

第４期計画の５年間計  127億 3,100万円（単年度平均額 25億 4,700万円） 

（うち特別会計分      62億 3,100万円（単年度平均額 12億 4,700万円）） 

 

ⅱ 事業の評価 （点検結果）                               

 

 

 

(1)(2)水源林の確保・整備 

第４期５か年計画の目標事業量に対し、令和４年度から令和５年の２か年で、確保事業では27.7%、

整備事業では49.4%の実績となった。第２期以降に取り組んでいる長期施業受委託での確保が進み、森

林経営計画を策定して施業を行うなど、集約化が進みつつある。一方で、公的管理として県が確保事業

を実施する対象として残されている土地には、小規模な森林や、権利関係が複雑もしくは不明確な森林

が多いことから、まとまった水源林の確保が困難な状況となっている。また、県による確保実績の多く

は環境保全分収林への契約変更による確保であり、今後も大幅な確保実績の増加は見込めないと思わ

れる。今後は長期施業受委託を含めて残された期間で可能な限り確保を進め、効率的な水源林整備を実

施していただきたい。 

また、昨今の集中豪雨等による水源林林地の間伐木等の流出を防止するため、間伐木等を雨水が集ま

る沢等へ整理しないなどの対策が行われていることから、引き続き、流木被害の未然防止に努めていた

だきたい。 

これまでのモニタリング調査結果によると、人工林で間伐等の森林整備を行った箇所では下層植生

が増加するが、時間経過とともに下層植生の増加率は鈍くなることが分かった。 

総 括 
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また、水源地域全体では第２期から第３期にかけて下層植生は前期と比べやや減少傾向となった。こ

れは箱根山地や小仏山地での近年のシカ生息拡大による影響が下層植生にも及んでいるためと考えら

れる。 

県は、森林整備と連携して山岳域でのシカの管理捕獲を実施しており、丹沢大山地域では、シカの生

息数は減少傾向と推計され、林床植生が回復するなど効果も現れてきている。一方で、植生保護柵内外

で林床植生の状況を比較したところ、植生保護柵の外では、シカの不嗜好性植物が主体となっている場

所があることも判明している。混交林などの目標林型への誘導と生物多様性保全を視点に置いて、引き

続きシカの生息と林床植生の状況をモニタリングしていく必要がある。 

「水源の森林づくり事業」で確保した森林については、平成29年度以降、順次、森林所有者へ返還さ

れているが、所有者には返還された森林は水源かん養など公益的機能を持った森林であるという意識

を持ち続けることが求められる。一方で、森林の状況を所有者が継続的に把握することは困難なことか

ら、森林管理の新たな仕組みの構築など、所有者の状況も勘案して、森林の公益的機能を持続させるた

めの対策を検討すべきである。また、森林整備とともにシカの対策は必須であり、所有者へ返還後も継

続したシカ対策を実施する必要がある。 

(3) かながわ森林塾の実施 

森林塾は概ねねらいどおり、林業労働力の育成確保に効果を上げている。第４期５か年計画の目標

（新規労働者の育成50人）に対し、令和５年度は、10人が演習林実習コースを修了し、９人が林業会社

等へ就職し、第４期５か年計画の進捗率は44.0%となった。今後も新規就職率の向上に向けて、引き続

き求人事業体と就職希望者とのマッチング等について工夫する必要がある。 

また、林業事業体への新規就労者の３年後定着率は63.8％（事業開始から令和元年度までの新規就業

者総数116名に対し、３年後在職者は74名）である。比較のための参考として、林業の平均的な規模と

同規模の事業所（５～29人）における高卒と大卒の離職率（厚生労働省公表資料）から算出した定着率

は48.9％※である。 

※平成27年度～令和元年度卒までの５年間の平均 

 １ 事業進捗状況  

区 分 第４期計画 R4年度 
実績 

R5年度 

実績 

累計 

（進捗率・執行率） 

【参考】 

第３期実績 

①水源林の確保 3,400ha 459ha 483ha 942ha（27.7％） 2,895ha 

②水源林の整備 14,500ha 3,870ha 3,291ha 7,160ha（49.4％） 16,434ha 

③かながわ森林塾 50人 13人 ９人 22人（44.0％） 46人 

事業費（万円） 623,100 116,264 116,800 233,064（37.4％） 667,360 
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森林塾（県立 21世紀の森） 

 

新規就労希望者を対象とした「演習林実習コース」

で実施したスギ人工林における間伐基礎実習の様子 

 

【 事業を実施した現場の状況 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ２ 事業モニタリング調査結果  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

南足柄市矢倉沢（水源林の間伐） 

     

 

 

 

 

 

 

 

       令和５年度事業実施前            令和５年度事業実施後 

＜実施概要＞ 

・第２期計画までのモニタリングから、シカの生息密度に関わらず人工林では森林整備後に下層

植生の植被率が増加し、それ以降、その状況を維持していることを確認した。 

・第３期計画からは、針広混交林への誘導状況を把握することを目的に、下層植生のモニタリング

を実施してきた 50 地点と他のモニタリング調査地点のうち 22 地点（目標林型が針広混交林）

を対象として、樹高 1.5m以上の樹木の樹種や直径、樹高といった林分構造を調べることとした。 

・令和５年度は相模原市緑区の１調査地と厚木市の１調査地、松田町の１調査地と南足柄市の１

調査地、合計 4調査地で植生、林分構造及びシカの生息状況を調査した。 

 

＜調査結果の概要＞ 

・調査地の成立本数は、４地点では目標とする 400本/haから 600本/ha前後まで低下していた。 

・樹高階分布は、厚木市調査地で低木層が発達していたが、その他の調査地ではほとんどなかっ

た。 

・各調査地の草本層の平均植被率は、相模原市緑区調査地の柵外を除くと概ね 25％を超えていた。

一方、低木層の被度は厚木市七沢と相模原市緑区の柵内で概ね 10％を超えていたが、その他の

調査地では 0％であった。 

・センサーカメラの撮影状況からみたシカの生息状況は、丹沢地区の厚木市調査地が最多で 0.288

回/カメラ・日で、次が松田町調査地の 0.175回であった。また、南足柄市調査地は 0.096回で

相模原市緑区調査地（0.052回）より多かった。 

 「事業モニタリング調査実施状況」については、資料編として県ホームページに掲載 

（https://www.pref.kanagawa.jp/docs/pb5/cnt/f7006/result/r4_inspection_result.html） 

 

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/pb5/cnt/f7006/result/r4_inspection_result.html
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図 令和５年度に調査した４地点の樹高階分布（0.25ヘクタールあたり） 
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 ３ 県民会議 事業モニター結果  

【日 程】 令和４年７月 22日(金) 

【場 所】 山北町神尾田地内 

【参加者】 12名 

【テーマとねらい】 

水源の森林づくり事業の推進にかかる実施状況等をモニターする。 

【事業の概要】 

良質で安定的な水を将来にわたり確保するため、水源の森林エリア内の荒廃が懸念される私有林の状

況に応じた適切な管理、整備を進めることで、水源かん養など森林の持つ公益的機能を向上させ、「豊

かで活力ある森林」を持続させる。 

【総合評価】 

〇 水源の森林づくり事業の推進につき、水源協定林の管理・整備が森林の状況に応じ実施されていると思いま

す。適切な間伐を実施することで、林内の光環境が改善されていることが判りました。一方、植生保護柵によ

りシカの食害を防いで、林床の植生が豊かなところと、植生保護柵が無く、シカの食害があると思われるとこ

ろがあり、その対策が必要かと思われます。土壌保全工がされていますが、植生保護柵外においては、林床の

植生回復は十分でないと思われます。 

〇 神尾田水源協定林で土壌保全工、間伐、植生保護柵を行った場所では下層植生の回復が顕著であった。表層

土壌の移動を止め、適切な間伐による照度の確保とシカの食害を防止する対策の組合せで林床植生の回復は見

られた。高木性広葉樹の稚樹があると混交林に誘導できる可能性があると思われるため、稚樹の調査、保全・

育成が望まれる。 

また、一度成林した針葉樹林では通常の単木的間伐では針広混交林に誘導することは困難との見解もある。

林況を見ながら林内の光環境改善のための間伐、土壌保全工の施工など順応的な対応を予定されているが、シ

カの食害対策を施さないと根本的には林床植生の回復は難しく、ひいては協定期間内で針広混交林化できるの

か懸念される。 

〇 水源林としての整備、対策として現在の活動は順調に進んでいるように思われます。しかし、県の施策を一

般の県民がどの程度知っているかというと、まだまだだと思います。問題意識のある人だけでなく、関心があ

まりない人にも、森林の重要性を知ってもらう広報、啓蒙活動がさらに必要であると思われます。小学生、中

学生、高校生などに積極的に教育することが重要であると思います。 

 

事業モニターの実施概要を記載するとともに、実施結果として事業モニターチームがまとめた「事業

モニター報告書」の総合評価コメント（抜粋）を記載している（「事業モニター報告書」の全体につい

ては県ホームページに掲載（https://www.pref.kanagawa.jp/docs/pb5/cnt/f7006/p817987.html））。 

 

 ４ 県民フォーラムにおける県民意見  

 〇 シカ狩り、枯木伐採にお金を投入して欲しい。（人件費）（第50回） 

  

 

県民フォーラムで収集した意見は、県ホームページに掲載。 

（https://www.pref.kanagawa.jp/docs/pb5/cnt/f7006/p525343.html） 

 

 ５ 前年度の点検結果報告書(第４期・令和４年度実績版)を踏まえた取組状況について  

 

前年度の点検結果報告書（第４期・令和４年度実績版）の総括 令和５年度までの取組状況 

http://www.pref.kanagawa.jp/docs/pb5/cnt/f7006/p817987.html
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/pb5/cnt/f7006/p525343.html
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(1)(2)水源林の確保・整備 

第４期５か年計画の目標事業量に対し、初年度となる令和４年度は、確

保事業では13.5%、整備事業では26.7%の実績となった。第２期以降に取り

組んでいる長期施業受委託での確保が進み、森林経営計画を策定して施業

を行うなど、集約化が進みつつある。一方で、公的管理として県が確保事

業を実施する対象として残されている土地には、小規模な森林や、権利関

係が複雑もしくは不明確な森林が多いことから、まとまった水源林の確保

が困難な状況となっている。また、①県による確保実績の多くは環境保全

分収林への契約変更による確保であり、今後も大幅な確保実績の増加は見

込めないと思われる。今後は長期施業受委託を含めて残された期間で可能

な限り確保を進め、効率的な水源林整備を実施していただきたい。 

また、昨今の集中豪雨等による水源林林地の間伐木等の流出を防止する

ため、間伐木等を雨水が集まる沢等へ整理しないなどの対策が行われてい

ることから、引き続き、流木被害の未然防止に努めていただきたい。 

これまでのモニタリング調査結果によると、人工林で間伐等の森林整備

を行った箇所では下層植生が増加するが、時間経過とともに下層植生の増

加率は鈍くなることが分かった。 

また、水源地域全体では第２期から第３期にかけて下層植生は前期と比

べやや減少傾向となった。これは箱根山地や小仏山地での近年のシカ生息

拡大による影響が下層植生にも及んでいるためと考えられる。 

県は、森林整備と連携して山岳域でのシカの管理捕獲を実施しており、

丹沢大山地域では、シカの生息数は減少傾向と推計され、林床植生が回復

するなど効果も現れてきている。一方で、植生保護柵内外で林床植生の状

況を比較したところ、植生保護柵の外では、シカの不嗜好性植物が主体と

なっている場所があることも判明している。混交林などの目標林型への誘

導と生物多様性保全を視点に置いて、引き続きシカの生息と林床植生の状

況をモニタリングしていく必要がある。 

「水源の森林づくり事業」で確保した森林については、平成29年度以

降、順次、森林所有者へ返還されているが、所有者には返還された森林は

水源かん養など公益的機能を持った森林であるという意識を持ち続ける

ことが求められる。②一方で、森林の状況を所有者が継続的に把握するこ

とは困難なことから、森林管理の新たな仕組みの構築など、所有者の状況

も勘案して、森林の公益的機能を持続させるための対策を検討すべきで

ある。また、森林整備とともにシカの対策は必須であり、所有者へ返還後

も継続したシカ対策を実施する必要がある。 

 

(3) かながわ森林塾の実施 

森林塾は概ねねらいどおり、林業労働力の育成確保に効果を上げてい

る。令和３年度は、10人が演習林実習コースを修了して認定林業事業体へ

就職し、第３期５か年計画の目標（新規労働者の育成50人）に対し92.0%

の実績となった。③今後も新規就職率の向上に向けて、引き続き求人事業

体と就職希望者とのマッチング等において工夫する必要がある。 

また、県では林業事業体の雇用条件等を把握し、改善に向けて指導を行

っていることから、新規就労者の３年後定着率は約７割（事業開始から令

和１年度までの新規就業者総数116名に対し、３年後在職者は79名）と全

産業の６割※に比べ高くなっており評価できる。 

① 県によるまとまった面積の森林の確
保は難しい状況であり、令和５年度まで
の２か年で 43.65ha の実績となってい
る。一方で、長期施業受委託による確保
は同期間で 479.23haの実績であった。 

 
② 森林の多面的機能の持続に向けた森
林管理の仕組みについて、より良い手法
について引き続き検討している。 

 

③ 毎年林業事業体を対象に行っている

調査により、各事業体の雇用条件等を把

握し、改善に向けて指導を行っている。 
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 ６ 参考（具体的な事業実施状況）  

① 水源林の確保事業（実施主体：水源環境保全課、各地域県政総合センター、自然環境保全センター） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 水源林の整備事業（実施主体：各地域県政総合センター、自然環境保全センター、森林所有者等） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ かながわ森林塾（実施主体：森林再生課） 

対象 コース 内 容 
R4 年度 
実績 

R5 年度 
実績  累計 

就業 

希望者 

(就業前) 

森林体験 

コース  

森林・林業に関する

体験学習、座学 

修了者 

26人 
修了者 

16人 
 修了者 

42人 
演習林実習 

コース 

演習林での現場研

修、座学 

修了者 

14人 

就職者 

13人 

修了者 

10人 

就職者 

９人 

 修了者 

24人 

就職者 

22人 
中堅 

技術者 

素材生産技術 

コース 

間伐材伐木、造材、

搬出技術の現場研

修 

修了者 

４人 
実施可能人

数を満たさ

ず実施無し 

 修了者 

４人 

上級 

技術者 

流域森林管理

士コース 

森林・林業に関する

実技指導、座学、資

格取得のための技

能講習 

修了者 

８人 
修了者 

３人 
 修了者 

11人 

造園・土木

業者 

森林整備基本

研修 

森林・林業に関する

体験学習、座学 

修了者 

21人 
休止  修了者 

21人 
 

 

④ かながわ森林塾修了者の３年後定着率について 

年度 
第２期まで 

（H21～H28） 
H29 H30 R1 累計 

新規就業者数 90人 10人 6人 10人 116人 

うち３年後定着

人数 
64人 4人 4人 ２人 74人 

３年後定着率 71% 40% 67% 20% 64% 

 

  

区 分 R4 年度 
実績 

R5 年度 
実績  第４期累計 

環境保全分収林 192.3ha 138.16ha  330.46ha 

水源分収林 －ha －ha  －ha 

水源協定林 12.41ha 31.24ha  43.65ha 

買取（寄付含む） －ha －ha  －ha 

長期受委託 214.96ha 264.27ha  479.23ha 

協力協約 38.83ha 46.19ha  85.02ha 

合 計 458.50ha 483.18ha  941.68ha 

区 分 
R4 年度 
実績 

R5 年度 
実績  第４期累計 

県による整備 2,928.89ha 2,239.39ha  5,168.28ha 

長期受委託による整備 819.18ha 942.17ha  1,761.35ha 

協力協約による整備 121.52ha 109.34ha  230.86ha 

合 計 3,869.59ha 3,290.90ha  7,160.49ha 
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⑤水源協定林の年度別返還状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ※対象は、水源林整備協定（契約期間：20 年間）、短期水源林整備協定（契約期間：10 年） 

 

返還年度 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 累計 

面積

（ha） 

424.9 437.97 342.3 321.47 357.16 302.2 356.21 343.54 2885.75 

 

5 か年平均推移 

Ｒ４～Ｒ８ Ｒ９～Ｒ13 Ｒ14～Ｒ18 Ｒ19～Ｒ23 

636.2ha/年 890.7 ha/年 559.3 ha/年 81.1 ha/年 

 

 

Ｒ６年度から返還する森林の面積は増加し、Ｒ８年度～11 年度にかけてピークを迎える。 

ピーク以降は漸減し、R18 年度までに全体の 97％の返還を終えることになる。 

 

   ：実績 

   ：予定 
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 ２ 事業モニタリング調査結果  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜実施概要＞ 

シカ管理のモニタリングでは、シカの生息密度等とともに、シカの採食範囲にある林床植生（おお

よそ 1.5ｍ以下）の回復状況を調べている。 

・調査地は丹沢山地内に 72 地点あり、林相はすべて広葉樹林か天然の針葉樹林（モミやウラジロモ

ミ）である。 

・各地点にはシカの影響を排除した植生保護柵が設置されている。 

・調査の間隔は５年毎であり、年に 14～15地点で調査して５年で一巡する。 

・植被率や出現植物の種類、樹木稚樹の樹高、ササ稈高の５年間の変化や柵内外の差異から、植生回

復を検証する。 

・仮説は、シカの捕獲により個体数が減少することで、短中期的にはそれまで少なかった林床植生の

植被率が増加したり、低く抑えられていた樹木稚樹の樹高が高くなったりすること、長期的には階

層構造が発達したり、植物の種類構成がかつての状態に近づくことである。 

・なお、林床植生の植被率は、第２期までの土壌保全対策工の効果検証で用いられた指標の「林床合

計被覆率（林床植生とリター（落葉等）の合計の被覆率）」と相関関係がある。 

 

＜実施状況＞ 

調査期間（R5） 調査地点数 調査項目 

7月中旬～9月下旬 

 

 

 

14 

 

 

 

植生（植被率、出現種の被度） 

樹木稚樹 

ササ稈高 

光環境（開空度） 

 

＜調査結果の概要＞ 

（１）植生調査 

全体の傾向として、植被率や稚樹高、ササ稈高の植生指標は、基本的に柵内で高かった。柵内の植

被率が低い地点では、柵の破損、柵内のササ一斉枯死の影響、低木層の増加による草本層の減少など

の理由が考えられた。柵の外側の植被率について、前回（５年前）の結果と比較すると、３地点で

10％以上低下した。植被率が50％を超えている地点は１地点あった。 

（２）樹木稚樹調査 

前回と比較して、基本的に稚樹の平均樹高は柵内で高くなっていた。柵の外側の更新木（将来、

樹冠を構成する高木性の樹種）の平均樹高について、前回の結果と比較すると、２cm以上の増加は３地

点、２cm以上の減少は４地点であった。 

（３）ササ稈高調査 

ササ型林床の６地点のうち２地点の柵内ではササの稈高は健全な高さに達していた。柵外ではす

べての地点でササの稈高は低かった。 

（４）光環境調査 

14地点の開空度は 4.5～14.5%の範囲であった。 

※「事業モニタリング調査実施状況」については、資料編として県ホームページに掲載。 

（https://www.pref.kanagawa.jp/docs/pb5/cnt/f7006/result/r4_inspection_result.html） 

 

 

 

 

 

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/pb5/cnt/f7006/result/r4_inspection_result.html


https://www.pref.kanagawa.jp/docs/pb5/cnt/f7006/p817987.html
http://www.pref.kanagawa.jp/docs/pb5/cnt/f7006/p525343.html
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Ⅰ 事業概要                                       

 

ⅰ 事業概要                                       

【 ねらい 】 

台風災害により発生した森林の崩壊地等において、これまでの土壌保全対策に加えて土木的工法も導入

し、水源かん養機能の発揮に重要な役割を果たす森林の土壌保全対策の強化を図る。 

 

【 目標 】 

県内水源保全地域内の崩壊地において、崩壊の拡大や森林土壌の流出を防止するため、土木的工法も取

り入れた土壌保全対策を推進する。 

また、水源の森林エリア内のシカの採食等による林床植生の衰退に伴い、土壌流出が懸念される森林に

おいて、筋工や植生保護柵等を組み合わせた土壌保全対策を推進する。 

 

【 事業内容 】 

(1) 水源林の基盤の整備 

県内水源保全地域内の森林の崩壊地等のうち、既存の治山事業の対象にならない箇所において、崩壊

の拡大防止や森林土壌の流出防止、早期の植生回復を図るため、自然石やコンクリート等を使用した土

木的工法や植栽等の緑化工など、現場状況に応じた土壌保全対策を実施する。 

 

(2) 中高標高域の自然林の土壌保全対策の実施 

水源の森林エリア内の自然林において、シカの採食による林床植生の衰退状況や登山道周辺の土壌流

出状況、ササの枯死の状況等に応じて、森林の土壌や落葉の流出を防ぐ筋工や植生保護柵など、これま

でに丹沢大山保全・再生対策で実績のある手法を活用し、土壌保全対策を実施する。 

 

(3) 高標高域の人工林の土壌保全対策の実施 

水源の森林エリア内の県有林内人工林の土壌流出が懸念される箇所において、丸太筋工や植生保護柵

など現場状況に応じた工種工法を組み合わせ、シカ管理と一体となった土壌保全対策を実施する。 

 

【 計画数量（第４期５年間） 】 

(1) 水源林の基盤整備 ：箇所数 80箇所 

(2) 中高標高域の自然林：面 積 47ha 

(3) 高標高域の人工林 ：面 積 70ha 

 

【 事業費 】 

第４期計画の５年間計   18億2,600万円（単年度平均額 3億6,500万円） 

（うち特別会計分     18億2,600万円（単年度平均額 3億6,500万円）） 

 

ⅱ 事業の評価 （点検結果）                               

 

 

(1) 水源林の基盤の整備 

第４期５か年計画の目標事業量（整備箇所数）は80箇所であり、同計画の令和５年度の実績は、16箇

所と初年度である令和４年度の実績11箇所と合わせて進捗率は33.8%であった。県においては、引き続

き、必要箇所の着実な整備を期待したい。 

工事施工箇所においては、土留工や土留柵工と併せて、緑化工を施工することで、崩壊地における林

３ 土壌保全対策の推進 

総 括 
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床植生の早期回復が図られ、土壌流出防止効果の発揮が期待される。今後も必要に応じて緑化工法を併

用し、土壌の流出等を防止する着実な整備を期待したい。 

 

(2) 中高標高域の自然林の土壌保全対策の実施 

第４期５か年計画の目標事業量（47ha）に対し、令和５年度は水源の森林エリア内の自然林 11.30ha

において森林の土壌や落ち葉の流出を防ぐ筋工や植生保護柵などの土壌保全対策が行われ、２年間での

進捗率は50.0%であった。 

また、モニタリングの調査結果によると土壌保全対策施工後１～２年で土壌侵食が軽減、４～５年で

植生や落葉等により地表が100%近く覆われ、その後は、植生保護柵の外でも林床植生は回復傾向にある。

これは、土壌保全対策と併せて、シカ管理捕獲により生息密度の増加が抑えられている影響と考えられ

る。 

 

(3) 高標高域の人工林の土壌保全対策の実施 

第４期５か年計画の目標事業量（70ha）に対し、令和５年度は水源の森林エリア内の県有林のうち、

概ね800m以上の標高にある人工林21.69haにおいて、流木被害対策を踏まえた受光伐、丸太柵工、植生

保護柵などの土壌保全対策を行った。計画当初の想定より急峻な地形が多く、早期に対応する必要があ

るため重点的に実施された結果、２年間での進捗率は70.0%であった。 

モニタリング調査結果によると、植生保護柵の設置による林内植生の回復は顕著であり、併せて実施

した受光伐による光環境改善により、低木性木本が増加し、林床植生の速やかな回復に寄与していると

みられた。 

今後も事業の実施前後で調査結果を比較し、高木性樹種の定着や針広混交林化に向けた構成種の変化

を確認し、必要に応じて事業手法を見直しするなど、モニタリング結果を用いながらより実効性の高い

対策の実施が期待される。 

   また、昨今の集中豪雨等による自然災害を見据え、引き続き、流木被害の未然防止に努めていただき

たい。 

 １ 事業進捗状況  

区 分 第４期計画 R4 年度 
実績 

R5 年度 
実績 

累計 
(進捗率･執行率) 

【参考】 
第３期実績 

(1) 水源林の基盤の整備 80箇所 11箇所 16箇所 
27箇所

（33.8％） 
39箇所 

(2) 中高標高域の自然林

の土壌保全対策の実施 
47ha 12ha 11ha 

23ha

（48.9％） 
63.70ha 

(3) 高標高域の人工林の

土壌保全対策の実施 
70ha 27ha 22ha 

49ha

（70.0％） 
73.95ha 

事業費（万円） 182,600 30,862 52,347 
83,209

（45.6％） 
116,786 
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【 事業を実施した現場の状況 】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水源林の基盤の整備 

 
 

 

土木的工法を用いて土壌保全対策を行った 

崩壊地の様子。（相模原市緑区青野原地内） 

高標高域人工林の土壌保全対策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

丸太柵工や植生保護柵を組み合わせて土壌保全対

策を行う。（清川村煤ヶ谷地内） 

 

高標高域の自然林の土壌保全対策 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高標高自然林内において、スズタケ等林床植

生が衰退し土壌がむき出しとなっている箇所を

中心に、植生保護柵を設置し土壌保全対策を行

う。（足柄上郡山北町中川地内） 

 

中標高域の自然林の土壌保全対策 

 
 

 

丸太筋工等により土壌保全対策を行った様子。 

（相模原市緑区鳥屋） 
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 ２ 事業モニタリング調査結果  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１） 中高標高域の自然林の土壌保全対策の実施 

＜実施概要＞ 

 水源保全上重要な丹沢大山において、土壌侵食が深刻化している地域で施工された土壌保全対

策の効果について、６地区(犬越路南、犬越路北、大室山、加入道、畦ヶ丸、鍋割山)56地点で植

生調査等を行い、検証する。なお、鍋割山の1地区6地点において、今回が初回調査となる。 

（実施状況） 

調査期間 調査地区 調査項目 

R5.8月下旬 畦ヶ丸 植生調査 光環境調査 

林床合計被覆率 定点写真撮影 

金網筋工の侵食堆積深等測定 

構造階段の植生調査等 
R5.9月上旬 

犬越路南、犬越路北、 

大室山、鍋割山 

R5.9月中旬 加入道 

 

＜調査結果の概要＞ 

ア 光環境調査 

林冠木の枯死により発生したギャップのため、光環境が大きく変化した箇所の他は、光環境の

推移について、植生保護柵内外とも大きな変化は見られない。調査地点上層の植生環境は概ね安

定しているといえる。 

 

イ 植生調査 

柵内外において、林床植被率、植生高、乗算優占度の経年変化を比較した。 

林床植被率と植生高については、調査地点毎に多少の違いはあるものの、多くの地点で柵内の

方が高く、効果は設置後2～3年頃から見られ、その後安定して増加推移する傾向が見られた。破

損した柵でも、柵内には不嗜好植物も現存することから、植被率は概ね 100％で推移していた。

しかし植生高と乗算優占度が減少していることから、柵が破損すると、ニホンジカによる採食圧

の影響がみられるといえる。 

乗算優占度について、柵内においては、低木性木本が増加傾向にある箇所や、高木性木本が増

加傾向にある等、調査地点各々に特徴がみられた。いずれにせよ、ほとんどの箇所で増加傾向が

みられ、柵内においては、植生の推移が進行していることが示唆された。一方、柵外においては、

経年の増加がほとんどみられず、またその内訳は、ほとんどが不嗜好性植物であった。 

 

 

 

 

 

ウ 金網筋工の侵食堆積深等測定 

斜面上でガリー侵食（※）がみられるところを中心に設置。施工後２年程度で40㎝程度土壌が

堆積し、金網筋工による効果が確認された。 

 

エ 構造階段の植生調査等 

施工後 1年目から群落高が高くなり、植生保護の効果が見られた。また、構造階段が設置され

た箇所は、登山道よりも植物種が多様であった。踏圧による植生劣化の防止の他に、シカの採食

圧を軽減する効果があることが示唆された。 

 
※ ガリー侵食とは、降雨によって発生した表面流が地表面を侵食することをいう。 

土壌侵食痕の一つで、地表の流水による溝状の侵食で深さ30cm未満のもの（沢の源頭部など、地形的に集水するものは除く）を「リ
ル」といい、「リル」がさらに発達した溝状の侵食で深さ30cm以上に達したもの（沢の源頭部など地形的に集水するもの、常に流水
があるものは除く）を「ガリー」という。 

乗算優占度(MDR)とは、植生調査により取得したデータ（確認種、種毎の植被率、種毎の高さ）

を用い、各種の「植被率」と「高さ（平均）」を乗じた数値であり、植物量の優占状況を評価す

る指数のひとつである。当モニタリングでは、出現種を8つの植生タイプに分類し、植生タイプ

毎に乗算優占度を算定することで、植生の質についても評価した。 
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（２） 高標高域の人工林の土壌保全対策の実施 

＜実施概要＞ 

当事業のモニタリングでは、高標高域の人工林内に調査区を設定し、土壌保全対策事業の実施前後

および数年後の状況を調査することで、事業効果を検証する。 

＜調査結果の概要＞ 

令和２年度の整備をした三保県有林（足柄上郡山北町中川）について、令和３年度（整備後1年）、

令和５年度（整備後3年）に実施した調査を比較した。 

 

ア 植生調査 

各調査地点で林床植生の構成変化をみるために優占上位5種の平均植被率、最低高さ、最高高

さを比較した。 

植生保護柵内の種構成は類似しており、モミジイチゴ、コアカソ、シカ採食耐性植物のコチヂ

ミザサの植被率が高かった。植生保護柵外では、シカ採食耐性植物のヤマミズ、クワガタソウ等

が優占上位種として共通に見られた。 

 

 

 
植生調査 

 
光環境調査 

 
林況 

丹沢県有林（愛甲郡清川村煤ヶ谷）調査地区 

 

イ 光環境調査・林床被覆率 

開空度は受光伐により8～9%の増加がみられ、林床被覆率は整備後3年で約2倍に増加し、約

20～40%となった。伐採率をさらに高めることで、より林床植生被覆率を増加させることが期待

できるが、急傾斜地では慎重に検討する必要がある。 

開空度の経年変化については、全体的に大きな変化は見られなかった。林床被覆率は、植生保

護柵が整備された箇所で植生被覆率が大きく増加していた。受光伐のみの箇所では少しずつでは

あるが植生被覆率の増加傾向が見られた。 

 

ウ 林床植生の高さ 

植生保護柵内では一部の調査枠で最大植生高が減少したが、ムラサキシキブ、フサザクラ、ウ

ツギ、モミジイチゴなどの木本類が成長して、低木層となったことから、草本層の高さが減少し

たためである。その他の地点では、わずかに高くなった調査枠もみられるものの、高さ 0.2m 前

後の箇所がほとんどであり、大きな変化は見られなかった。 

 

エ 荒廃森林調査 

全地点で土柱侵食、軽微な土壌侵食のいずれかが確認された。林床植生は全体に薄く広がって

いる箇所がある一方、林床植生が少なく、傾斜が急であるため、表土はやや不安定な箇所がある。 

 

※「事業モニタリング調査実施状況」については、資料編として県ホームページに掲載。 

（https://www.pref.kanagawa.jp/docs/pb5/cnt/f7006/result/r4_inspection_result.html） 

 

 

 

 

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/pb5/cnt/f7006/result/r4_inspection_result.html
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 ３ 県民会議 事業モニター結果  

【日 程】 令和５年11月17日(金) 

【場 所】 厚木市七沢地内 

【参加者】 12名 

【テーマとねらい】 

第３期実行５か年計画から新規事業となった土壌保全対策の推進について、実施況等をモニターする。 

【事業の概要】 

県内水源保全地域内の森林の崩壊地等のうち、既存の治山事業注の対象にならない箇所において、崩壊

の拡大防止や森林土壌の流出防止、早期の植生回復を図るため、自然石やコンクリート等を使用した土木

的工法や植栽等の緑化工など、現場状況に応じた土壌保全対策を実施する。 

【総合評価】 

〇 気候変動が激しい昨今、水源の森に大きなダメージを与えるような現象が多くみられます。すべてを修復する

ことは現実的には不可能と思われますが、災害時における復旧事業は、社会やその地域を守るために治山事業で

対策されております。 

山奥の水源かん養機能を維持していくためには積極的な対策は後回しになって、対処療法的な対策しかなされ

ていなかった面もあるが、土砂災害が頻繁に起きる事例が増えてきたことに対応するために土木的工法をも含め

て対策する方向で予算が執行され、水源かん養機能を保持できるように方向転換したことは理にかなっていると

判断できる。 

また、水源エリアにある民地の森に土壌保全対策が必要になった時の対応についても、治山事業や保安林指定

地の修復などの制度も利用して必要な対策を進めていることによって水源環境保全に大きく寄与していると考

えられる。 

〇 規模の大きな森林土壌流出箇所における被害拡大防止対策は、従来のような丸太柵工や植生保護柵では対策が

困難なところもあり、土木的な工法による対策は今後も必要があると考えられる。今回のように保安林に指定さ

れた民有地では保安林の機能を維持し、沢への土砂の流失を防ぎ、水環境を守るためには必要な対策であるとい

える。 

〇 地質的に脆弱な丹沢山地や箱根山地は、台風や集中豪雨の増加により、土砂災害の激甚化・頻発化が懸念され

ている。その中で、水源林の崩壊地に関して、土壌流出対策を行う本事業は非常に重要である。ただ、既存の治

山事業との境界が曖昧と感じる。 

また、対策後に、深く、広く根をはる広葉樹の植林を進め、土砂災害に強い森づくりも進める必要があると考

える。 

現状は、既存の崩壊地を対象とした事業だが、現在、県で公開している山地災害危険度マップをもとに、現地

踏査やレーザー調査等により、崩壊の恐れのある箇所を把握し、下流域への影響などから優先順位を定め、大綱

終了後は、既存の治山事業と併せ、土砂災害を未然に防止することを期待する。 

 

事業モニターの実施概要を記載するとともに、実施結果として事業モニターチームがまとめた「事業モ

ニター報告書」の総合評価コメント（抜粋）を記載している（「事業モニター報告書」の全体については

県ホームページに掲載（https://www.pref.kanagawa.jp/docs/pb5/cnt/f7006/p817987.html））。 

 

 ４ 県民フォーラムにおける県民意見  

県民フォーラムで収集した意見は、県ホームページに掲載。 

（https://www.pref.kanagawa.jp/docs/pb5/cnt/f7006/p525343.html） 

 

 ５ 前年度の点検結果報告書(第４期・令和４年度実績版)を踏まえた取組状況について  

前年度の点検結果報告書（第４期・令和４年度実績版）の総括 令和５年度までの取組状況 

http://www.pref.kanagawa.jp/docs/pb5/cnt/f7006/p817987.html
http://www.pref.kanagawa.jp/docs/pb5/cnt/f7006/p525343.html
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(1) 水源林の基盤の整備 

令和元年東日本台風の影響のほか令和３年度にも激甚災害が２度も発生

したこともあり、本事業による対策を必要とする崩壊地等の規模が大きくな

っている。令和４年度は計画18箇所に対し、実績が11箇所となり、４期５

か年の初年度実績としては、目標事業量（整備箇所数80箇所）に対し、13.8%

となった。県においては、引き続き、令和元年東日本台風や令和３年豪雨の

被災箇所の早期復旧に最優先で取り組んでいると承知しているが、①本事業

についても、４期計画において必要箇所の着実な整備を期待したい。 

工事施工箇所においては、土留工や土留柵工と併せて、緑化工を施工する

ことで、崩壊地における林床植生の早期回復が図られ、土壌流出防止効果の

発揮が期待される。今後も必要に応じて緑化工法を併用し、土壌の流出等を

防止する着実な整備を期待したい。 

 

(2) 中高標高域の自然林の土壌保全対策の実施 

第４期５か年計画の目標事業量（47ha）に対し、令和４年度は水源の森林

エリア内の自然林 12.22ha において森林の土壌や落ち葉の流出を防ぐ筋工

や植生保護柵などの土壌保全対策が行われた。 

また、モニタリングの調査結果によると土壌保全対策施工後１～２年で土

壌侵食が軽減、４～５年で植生や落葉等により地表が100%近く覆われ、その

後は、植生保護柵の外でも林床植生は回復傾向にある。これは、土壌保全対

策と併せて、シカ管理捕獲により生息密度の増加が抑えられている影響と考

えられる。 

 

(3) 高標高域の人工林の土壌保全対策の実施 

第４期５か年計画の目標事業量（70ha）に対し、令和４年度は水源の森林

エリア内の県有林のうち、概ね 800m以上の標高にある人工林 26.64haにお

いて、流木被害対策を踏まえた受光伐、丸太柵工、植生保護柵などの土壌保

全対策を行った。計画当初の想定より急峻な地形が多く、早期に対応する必

要があるため重点的に実施された。 

モニタリング調査結果によると、植生保護柵の設置による林内植生の回復

は顕著であり、併せて実施した受光伐による光環境改善により、低木性木本

が増加し、林床植生の速やかな回復に寄与しているとみられた。 

今後も事業の実施前後で調査結果を比較し、高木性樹種の定着や針広混交

林化に向けた構成種の変化を確認し、必要に応じて事業手法を見直しするな

ど、モニタリング結果を用いながらより実効性の高い対策の実施が期待され

る。 

また、昨今の集中豪雨等による自然災害を見据え、引き続き、流木被害の

未然防止に努めていただきたい。 

①  令和元年東日本台風の影響のほか令和
３年度にも激甚災害が２度も発生したこ
ともあり、本事業による対策を必要とする
崩壊地等の規模が大きくなっている。令和
５年度における事業実績は、16 箇所であ
った。 

 

 ６ 参考（具体的な事業実施状況）  

中高標高域の自然林の土壌保全対策の実施 

・ 水源保全上重要な丹沢大山は、都心から交通の便が良く、多くの登山者が訪れます。シカの採食圧だ

けでなく、年間約50万人の登山者の踏圧による土壌流出にともなう植生の衰退防止を目的として、植生

保護柵や金網筋工の設置、登山道上では木道、構造階段等の設置が行われ、土壌保全対策及び踏圧対策

が講じられた。 

・ 既存の植生保護柵について点検が行われ、落枝倒木等により損傷したものに対して補修が行われた。 

内容 主な工種 数量 場所 

土壌保全対策工事 植生保護柵、金網筋工 R5：9.30ha 
足柄上郡山北町中川地

内他 

踏圧対策工事 
木道、構造階段、丸太土留

柵工等 
R5：442ｍ 

足柄上郡山北町玄倉地

内他 
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Ⅰ 事業概要                                       

注 

 

ⅰ 事業概要                                       

【 ねらい 】 

間伐材の搬出を支援し、有効利用を図ることで、森林所有者自らが行う森林整備を促進し、水源かん養

など公益的機能の高い良好な森林づくりを進める。 

また、併せて、間伐材等の森林資源を有効利用することにより、民間主体の持続的・自立的な森林管理
(注)の確立を目指す。 

 

【 目標 】 

林道から近いなど森林資源の利用が可能な森林にあっては、大綱期間終了後を見据え、民間主体の持続

的・自立的な森林管理を図るため、間伐材の搬出を促進しつつ、より効率的な間伐材の搬出方法を検証し、

１日あたりの搬出量の増加など木材の生産性の向上を図る。 

 

【 事業内容 】 

(1) 間伐材の搬出支援 

間伐材搬出の実態を踏まえた事業量や補助額の段階的な見直しを行いながら、間伐材の集材、搬出、

運搬に要する経費に対して助成する。 

【補助対象者】 森林所有者、森林組合等 

【補助率】   標準単価  ・集材を伴う場合（経費の1/2相当）   20,000 円／㎥ (R5年度時点) 

・集材を伴わない場合（経費の1/3相当）  6,000  円／㎥ (R5年度時点) 

 重量標準単価  ・集材を伴う場合（経費の1/2相当）   14,000 円／㎥ (R5年度時点) 

また、気候変動に伴う災害のリスクの増大が懸念されるなか、林地保全に配慮した作業方法について

徹底していく。 

 

(2) 生産指導活動の推進 

第３期から実施している間伐材搬出手法の実地検証を踏まえ、水源地域に適した搬出方法の普及や、

ICT（情報通信技術）など新技術を活用した生産性の向上等の生産指導に対し支援を行う。 

 

【 計画数量（第４期５年間） 】 

(1) 間伐材の搬出量 130,000㎥ 

(2) 生産指導活動 50箇所  

 

【 事業費 】 

第４期計画の５年間計  14億1,100万円（単年度平均額 ２億8,200万円） 

（うち新規必要額    14億1,100万円（単年度平均額 ２億8,200万円）） 

※ 水源環境保全税により新規に取り組むこととなった事業 

 

（注）県で公的管理・支援を行ってきた森林のうち、契約期間の満了に伴い所有者に返還した森林について、その後も水源かん養機能

など公益的機能が発揮される状態を持続できるよう、森林施業の集約化を進める事業者等を主体とした森林管理の確立を目指す。 

 

 

 

４ 間伐材の搬出促進 
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ⅱ 事業の評価 （点検結果）                               

 

 

第４期５か年計画の目標搬出量（130,000㎥）に対し、令和５年度の生産量は,29,186㎥、進捗率は43.2%

となっており、事業は順調に進められた。搬出量が目標数量を達成できるようになった背景には、第２期

中に県森林組合連合会による原木市場の拡張等により受け入れ体制が強化されたこと、Ａ材を扱う製材事

業者が設備拡充に努めたこと、Ｂ材の販路が確保されたこと、低質材の販路が拡大（木質バイオマス用等）

したこと等があるものと考えられる。（注１） 

また、本事業の利用を前提に、森林組合や林業会社等が作業道の整備や高性能林業機械の導入を進めた

ことにより、作業効率の向上が図られた。 

令和５年度から新たに、森林所有者の森林経営に係る意欲を増進させるため、付加価値を高める造材 に

よって木材販売価格をより高める取組を行っている。これまで付加価値を高めるため原木の品質を見極め

た適切な造材（＝採材）が行われず、機械的に玉切りされた結果、欠点除去等が満足にされず、商品であ

る材の品質が低下し、流通規格が低質材とされてしまい、安価な評価をされてしまうものもあった。これ

は、木材利用形態(＝Ａ材～Ｄ材)に関わらず同程度の補助が得られるために、採材に対しての動機付けが

されていない影響があると考えられた。そこで、木材利用形態別に異なる標準単価の設定を検討した。 

Ａ材、Ｂ材、Ｃ材は全て材積単位で取引されているため、販売先での検品前に、これらの利用形態分類

を判別することはできない。しかし、低質材の中でも大きな割合を占めるバイオマス燃料用材（Ｄ材）の

うち採材の工夫を必要としない重量単位で取引されるものは、他用途との判別が可能である。 

高付加価値材の数量を相対的に増やし、適切な採材を促進するため、重量単位で取引されるバイオマス

燃料用材に対し、既存の材積単位の標準単価より安価となる重量単価を設定した。 

これにより、材価が最も安い重量で取引されるＤ材の出材率は12ポイント下がり、比較して材価が高い

材積で取引されるＣ材の出材率は12ポイント上がり、一定の効果が見られた。一方で、高値で取引される

A材  ・B材に関してはほぼ変化が無かった。付加価値を高める造材の意識がより浸透すれば、Ａ材・Ｂ材

の割合上昇にも繋がると考えられるので、今後の搬出材の動向を注視していきたい。 

生産指導活動については、第３期から木材搬出の生産性の調査を実施し、より効果的な搬出方法を検証

する取組が始められてきたが、搬出事業者の負担を減らしながらも、より高精度なデータを取得できるよ

う、第４期５カ年計画では調査箇所の一部でICTを活用した調査を進めている。 

第４期５か年計画の目標箇所（50箇所）に対し、２か年の調査箇所は20箇所、進捗率は40%となってい

るが、そのうち10箇所でICTを活用した調査を行った。ICTを活用した間伐の労働生産性調査は、全国的

にも事例が無いため、試行錯誤しながら調査方法の精度を高めている。 

効率的かつ水源地域に適した水源かん養機能等の発揮に配慮した間伐搬出（＝神奈川らしい間伐材搬出）

方法の確立・普及に努めるため、今後も調査を継続するとともに、第３期の調査結果も含めた検証を行う

など、取組を進めていく必要がある。 

 

（注１）住宅の柱や梁として使用するものをＡ材、集成材や合板等の加工材として使用するものをＢ材、製紙用チップ用・土木用（杭、

矢板等）に使用する材をＣ材（材積単価で販売するもの）、バイオマス燃料用として使用する材をＤ材（重量単位で販売する

もの）、枝葉、端材、梢端部などの林地未利用材を林地残材と分類している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総 括 
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間伐材搬出状況（厚木市飯山） 

 

 

 

 

 

 

 

高性能林業機械（ハーベスタ）を利

用した伐木作業の様子 

 

 

 

木質バイオマス発電所 

（横須賀市） 

 
 

 

 

 

 

木質バイオマスチップ製造状況 

（秦野市菖蒲） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 事業を実施した現場の状況 】 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 １ 事業進捗状況  

区 分 第４期計画 R4 年度 
実績 

R5 年度 
実績 

累計 
（進捗率・執行率） 

【参考】 
第３期実績 

① 間伐材搬出支援 130,000㎥ 27,083㎥ 29,186㎥ 56,269㎥（43.2％） 126,529㎥ 

② 生産指導活動の推進 50箇所 12箇所 ８箇所 20箇所（40.0％） 56箇所 

事業費（万円） 141,100 28,978 29,855 58,833（41.6％） 148,821 

 

 ２ 事業モニタリング調査結果  

この事業の効果は、間伐材の搬出の促進を通じて、森林整備を推進するものであるため、モニタリング

調査は実施されていない。搬出された材は、市場等を通じて、有効利用された。 

 

 ３ 県民会議 事業モニター結果  

【日 程】 令和４年10月19日(水) 

【場 所】 小田原市久野 

【参加者】 15名 

【テーマとねらい】 

間伐材の集材・搬出による持続的・自立的な森林管理にかかる実施状況等をモニターする。 

【事業の概要】 

間伐材搬出状況（伊勢原市日向） 

 

 

 

 

 

 

 

高性能林業機械（ウインチ付きグラ

ップル）を利用した集材作業の様子 

 

間伐材搬出状況（山北町世附） 

 

 

 

 

 

 

 

高性能林業機械（フォワーダ）に

よる運材作業の様子 
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間伐材の搬出を支援し、有効利用を図ることで、森林所有者自らが行う森林整備を促進し、水源かん養な

ど公益的機能の高い良好な森林づくりを進める。また、併せて、間伐材等の森林資源を有効利用することに

より、民間主体の持続的・自立的な森林管理の確立を目指す。 

【総合評価】 

〇 間伐材搬出事業は、水源環境保全・再生施策第３期５カ年計画で定められた目標値を達成している。見

学させて頂いた、小田原市久野の森林は７０年生で、管理も良くされている。７０年生と言うことは、戦

後まもなくの頃は草地状の山だったと想像され、これを思うと水源かん養の機能がしっかり発揮されてい

ることに感動を覚えた。このような事業に水源環境保全税が生かされていることは素晴らしいと思った。 

〇 特別対策事業により、民有林に手が入り間伐材の伐採から搬出と明るい森林整備が促進されて水源林機

能が維持されてきたと感じられた。それを裏付けるように、提供された間伐材搬出事業の生産量が事業開

始により平成28 年度には目標値に到達し、以降は維持されているデータも示された。事業者に対する間

伐材の伐採から搬出の機械化への支援、人材育成と確保維持への支援が、「民間主体の持続的・自立的な

森林管理の確立」を目指したものであり効果が出てきていると評価した。 

 

事業モニターの実施概要を記載するとともに、実施結果として事業モニターチームがまとめた「事業

モニター報告書」の総合評価コメント（抜粋）を記載している（「事業モニター報告書」の全体につい

ては県ホームページに掲載（https://www.pref.kanagawa.jp/docs/pb5/cnt/f7006/p817987.html））。 

 

 ４ 県民フォーラムにおける県民意見  

〇 林業の継続を維持する施策、正しい規制緩和。木材利用の活性化（第52回） 

 

県民フォーラムで収集した意見は、県ホームページに掲載。 

（https://www.pref.kanagawa.jp/docs/pb5/cnt/f7006/p525343.html） 

 

 ５ 前年度の点検結果報告書(第４期・令和４年度実績版)を踏まえた取組状況について  

前年度の点検結果報告書（第４期・令和４年度実績版）の総括 令和５年度までの取組状況 

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/pb5/cnt/f7006/p817987.html
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/pb5/cnt/f7006/p525343.html
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第４期５か年計画の目標搬出量（130,000 ㎥）に対し、初年度となる令和４年度

の生産量は,27,083 ㎥進捗率は 20.8%となっており、事業は順調に進められた。搬

出量が目標数量を達成できるようになった背景には、第２期中に県森林組合連合会

による原木市場の拡張等により受け入れ体制が強化されたこと、Ａ材を扱う製材事

業者が設備拡充に努めたこと、Ｂ材の販路が確保されたこと、低質材の販路が拡大

（木質バイオマス用等）したこと等があるものと考えられる。（注１）令和元年度

には県内に新たに木質バイオマス発電所が稼働し、低質材が燃料用チップとして活

用された。令和３年度には取引量が約 10,358 ㎥となり、低質材の有効利用が進ん

でいる。  

また、本事業の利用を前提に、森林組合や林業会社等が作業道の整備や高性能林

業機械の導入を進めたことにより、作業効率の向上が図られた。 

本事業が目指す「民間主体の持続的・自立的な森林管理の確立」に向けた取り組

みとして、搬出量の引き上げとともに補助単価の段階的な引き下げを開始したとの

ことであるが、①事業者や市場の状況を見極めながら適切な対応をお願いしたい。 

生産指導活動については、第３期から木材搬出の生産性の調査を実施し、より効

果的な搬出方法を検証する取組が始められており、令和４年度の調査箇所は 12 箇

所、進捗率は24%となった。調査の結果、神奈川県における生産性の実態（架線系や

車両系といった集材方法別、高性能林業機械の使用の有無、定性間伐や列状間伐（注

２）といった伐採方法別の生産性の実態）が明らかになってきた。また、データ分

析の結果、生産性の向上に向けた方向性についても見えてきたところである。搬出

方法との関係性においては、労働生産性は架線系より車両系の方が高く、さらに架

線系、車両系とも高性能林業機械を活用したほうが高まる傾向があることが分かっ

た。なお、フォワーダの運材距離については 500m 未満で労働生産性が大幅に向上

する傾向にあることなどが、具体的なデータで確認することが出来たとのことであ

る。今期は、水源地域に適した搬出方法の視点を加えて調査・検証を進め、神奈川

らしい搬出方法の普及に向け、さらに取組を進めていく必要がある。 

① 脱炭素社会の実現と木材の安定
供給にむけて、搬出した素材を極
力建築用として加工・利用してい
くため、間伐搬出促進事業に重量
標準単価を新設した。 

 ６ 参考（具体的な事業実施状況）  

① 間伐材の搬出支援（搬出量(㎥)）（実施主体：各地域県政総合センター） 
【 地域別搬出実績 】 

  R4 R5 計 

県央地域 

相模原市 2,983 5,412 8,395 

厚木市 2,567 2,002 4,569 

愛川町 916 636 1,552 

清川村 180 393 573 

小計 6,646 8,443 15,089 

湘南地域 

秦野市 4,909 5,239 10,148 

伊勢原市 1,089 1,072 2,161 

小計 5,998 6,311 12,309 

県西地域 

小田原市 3,453 4,553 8,006 

南足柄市 5,101 3,861 8,962 

松田町 656 669 1,325 

山北町 2,010 2,266 4,276 

大井町 0 0 0 

箱根町 2,894 2,375 5,269 

湯河原町 325 708 1,033 

小計 14,439 14,432 28,871 

全県 合計 27,083 29,186 56,269 
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 【 搬出方法（使用機材）別搬出実績 】 

区分 R4 R5 計 

ウインチ・グラップル 24,332  90% 23,378  80% 47,710  85% 

ジグザク集材 448  2% 1,379  5% 1,827  3% 

架線集材 

（ラジキャリー等） 
180  1% 1,022  4% 1,202  2% 

スイングヤーダ 1,250  5% 2,489  9% 3,739  7% 

タワーヤーダ 341  1%  0 0% 341  1% 

その他 533  2% 917  3% 1,450  3% 

計 27,083    29,186    56,269    

 

【 事業主体別搬出実績 】 

区分 R4 R5 

森林組合 20,739 77% 21,931 75% 

生産森林組合 0 0% 0 0% 

認定事業体 4,613 17% 5,511 19% 

民間企業 1,212 4% 1,362 5% 

財産区等 484 2% 382 1% 

公社 0 0% 0 0% 

個人 35 0% 0 0% 

計 27,083   29,186   

② 生産指導活動の推進 

森林組合連合会が、森林所有者等に対して、山土場等で造材や木材の仕分けを指導した。また、間伐

材の生産効率調査を８箇所で実施した。 

 

 

労働 

生産性 

※ 
(単位： 

m3/人・日) 

伐採方法 H29年度 H30年度 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 
平均 

（7年間） 

定性間伐 2.05 3.34 3.56 2.84 2.70 1.91 4.17 2.73 

帯状間伐 

群状間伐 

列状間伐 

2.34  4.12 2.79 3.66 2.70 4.48 3.83 3.42 

※ 定性間伐は１本ずつ間引きを行う間伐。帯状・群状・列状間伐は、「水源林整備の手引き」に定められた基準内の面積で皆伐を

行う施業のため、定性間伐に比べ効率良く搬出を行うことが出来ると考えられることから両者を比較している。 

 

【 伐採方法別の労働生産性の推移 】 
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※林業における労働生産性は、ある作業地で作業員１人が１日に平均で何m3の素材を生産したかという数値で、生産量

を全体の投入人工数で割って算出します。 

労 

働 

生 

産 

性 

（m3/人・日） 
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ⅰ 事業概要                                       

【 ねらい 】 

荒廃が懸念される地域水源林において、市町村が主体的に取り組む森林整備などを推進することで、水

源かん養など森林の持つ公益的機能を向上させる。 

 

【 目標 】 

地域の水源環境を保全する上で重要な地域水源林について、市町村の全体整備構想に基づく計画的な取

組や、森林所有者が行う高齢級間伐への助成により、森林整備を推進する。 

 

【 事業内容 】 

(1) 市町村が実施する私有林の確保・整備（市町村） 

地域水源林エリア内の私有林において、協力協約、協定林方式（整備協定、施業代行）や長期受委託

などの手法により確保及び整備を行う。 

水源の森林エリア内の私有林において、森林の持つ公益的機能の維持向上を図りつつ地域特有の課題

に対処する、森林の確保及び整備を行う。 

 

(2) 市町村有林等の整備（市町村） 

地域水源林エリア内及び水源の森林エリア内の市町村有林の整備を行う。 

   

(3) 高齢級間伐の促進（県） 

地域水源林エリア内の林齢 36 年生以上の人工林について、森林所有者等が行う森林整備に県が支援

する。 

 

【 計画数量（第４期５年間） 】 

(1) 市町村が実施する私有林の確保：面積 575ha 

(2) 市町村が実施する私有林の整備：面積 1,350ha  

(3) 市町村有林等の整備：面積 380ha 

(4) 高齢級間伐の促進：面積  50ha 

 

【 事業費 】 

第４期計画の５年間計  33億3,300万円（単年度平均額 ６億6,700万円） 

（うち新規必要額    33億3,300万円（単年度平均額 ６億6,700万円）） 

※ 水源環境保全税により新規に取り組むこととなった事業 

 

ⅱ 事業の評価 （点検結果）                               

 

 

 (1)(2) 市町村が実施する私有林の確保・整備、市町村有林等の整備 

第４期５か年計画の目標事業量に対し、令和４年度から令和５年度の２か年で、私有林確保において

53.3%、私有林整備において32.4%、市町村有林等整備において45.4%の進捗率となっている。 

第２期計画から私有林の確保・整備に長期施業受委託の手法を導入し、森林組合等によって私有林の

確保・整備が着実に推進されたことにより、森林整備の効率化や間伐材の搬出・利用が進められたこと

５ 地域水源林整備の支援 

総 括 
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